
 

令和 8年 第 2回浜松市議会定例会 

一般質問及び浜松市答弁 

 

質問者 市民クラブ 鈴木真人  

  

質問 答弁 

１ 誰もが自分らしく輝ける社会

とするためのジェンダーギャッ

プ解消について 

本市は、「若年女性の東京圏等

への人口流出」に歯止めがかから

ず、解決すべき市の最重要課題の

一つとなっている。若年女性の流

出は、人口減少だけでなく、婚姻

数や出生数の減少、地域の活性化

や産業発展などにおいて、将来的

に大きな影響を及ぼすことが懸

念されている。現実に着目する

と、本市は女性にとって、魅力的

な就職先・キャリアアップの機会

が少ない、仕事や家庭での性別役

割分業の存在、職場においても男

性が優遇されていると感じるな

ど、社会的な性別役割分担意識に

起因する男女格差を指すジェン

ダーギャップが存在している。そ

のため、形式的な平等から実質的

な平等、公平性、公正性の実現が

必要とされ、性別を問わず男女が

ともに、生活を基盤に、仕事でも

活躍できる社会、人間としての尊

厳ある社会が求められている。 

そこで、以下伺う。 

(1) 女性に選ばれるまちを目指

す取組の一つとして、さらには男

性の「男はこうあるべき」という

重圧からの解放につなげ、性別に

関わらず誰もが生き生きと暮ら

すことができる寛容な社会とす

べく、ジェンダー平等社会を目指

し、ジェンダーギャップ解消のた

めの取組を加速度的に推進する

必要があると考えるが、いかがか

１.(1) 中野市長 

誰もが安心して暮らし、自分らしく能力を 発揮できる社会を実

現していくためには、 固定的な性別役割分担意識や無意識の思い 

込みに捉われず、多様な生き方や価値観を 認め合い、互いに尊重

し合うことが大切である。本市では、昨年度策定した第４次浜松市 

男女共同参画基本計画において、「ジェンダー 平等意識の醸成」と

「固定的性別役割分担からの脱却」を計画の重要な柱として、性別 

に関わらず、魅力的な地域づくりに向けて取り組んでいる。さら

に、本年度は、若者や女性に選ばれるまちづくりを主要施策とし

て、部局横断的に取り組むとともに、必要な予算を重点的に計上し

たところである。今後も、全ての部署においてジェンダーギャップ

解消の視点を大切にし、誰もが安心して生き生きと暮らすことが

できる「持続可能なまち」の実現を目指していく。 

 

１. 北嶋産業部長 

(2) ジェンダーギャップ、すなわち男女間の格差の解消に向けて

は、その背景にあるジェンダーバイアス、性別に基づく偏見や差別

意識を解消していくことが重要であると考えている。ジェンダー

バイアスは、職場における役割分担のみならず、昇給や昇進にも影

響を及ぼし、将来的な活躍機会やキャリア形成を制約する要因と

なるものと認識している。このため、本年度は、企業と従業員の双

方を対象としたジェンダーバイアスの実態調査を予定しており、

浜松商工会議所や浜松経済同友会などの協力を得ながら、市内企

業における実態や、特に女性の就業継続・キャリア形成への影響等

を把握していく。今後は、この調査結果を踏まえ、ジェンダーギャ

ップを解消する取り組みを行うことで、性別に関わらず誰もが能

力を発揮し、安心して働き続けることができる職場環境づくりを

進めていく。 

(3) 本市では、結婚や子育て等を理由に離職した女性の再就職を

支援するため、就職活動に役立つ知識や就業に必要となるパソコ

ンスキル等の習得、さらには就職までを一体的に支援する取り組

みを行っており、令和７年度は、173人の就職につなげることがで

きた。また、本年度はパソコン操作に関する需要の高まりや近年の

ＡＩ技術の進展を踏まえ、参加者の定員を拡大するほか、これまで

の基礎的なパソコンスキルを習得するコースとは別に、ＡＩの活

用やＷＥＢサイトの製作など、実践的な内容を学ぶコースを新設

する。今後も、就職を希望する女性が、必要な知識やスキルを学ぶ
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伺う。 

(2) 静岡県のジェンダーギャッ

プ指数は、男女の賃金格差や管理

職の男女比などの経済分野にお

いて、全国で44位となっている。

誰もがワークライフバランスを

実現するためにも職場における

ジェンダーギャップの解消が必

要と考えるが、いかがか伺う。 

(3) ものづくりのまち浜松の人

手不足対応として、結婚・子育て

などで離職した女性のデジタル

に特化したリスキリングを推進

すべきと考えるが、いかがか伺

う。 

(4) 市役所におけるジェンダー

ギャップに関わる過去からの課

題と、その解消に向けたこれまで

の取組の状況と現状認識、そして

今後の取組と目標について伺う。 

(5) 未来に向けて、家庭・地域に

おける無意識の偏見（アンコンシ

ャス・バイアス）を自覚し、あら

ゆる場面でジェンダー平等を実

現させていくために、まんがを活

用した啓発活動や、家庭内での役

割を確認できるシート等での啓

発活動、自治会向け等の研修など

での活用について伺う。 

 

 

 

 

 

 

２ こどもまんなか社会に向けた

こどもの権利に係る取組につい

て 

来年４月の施行を目指し、本市

のこどもの権利に関する条例の

検討が進められているが、こども

まんなか社会に向けて、こどもを

ことで就職への不安を軽減し、安心して再就職に踏み出せるよう

支援するとともに、市内企業とのマッチングを進めることで、女性

の就労促進と市内企業の人手不足の解消につなげていく。 

 

１.(4) 田中総務部長 

本市は、2016 年４月施行の女性活躍推進法に基づく行動計画を

策定し、誰もが活躍できる職場づくりを目指し、育児などに係る制

度拡充や、研修を通じた人材の育成に取り組み、行政職員の男性育

児休業取得率は、2016年度 0.6％から 2024年度 65.6％、課長級以

上の女性職員の割合は 8.1％から本年度 16.2％に上昇するなど、

一定の成果が出ているものと考えている。本年度からの新計画で

は、５年後の 2030年度に、男性育児休業取得率 85％、課長級以上

の女性職員の割合 25％とすることを、目標値として掲げている。

これらを実現するため、柔軟な働き方に加え、職場風土の醸成を図

るための管理職研修のほか、女性職員が中長期的なキャリア形成

を考える研修の実施や、昇任を志向する女性職員が抱える不安な

どへの個別支援を新たに研究するなど、活躍をより一層推進し誰

もが活躍できる職場づくりを目指していく。 

 

１.(5) 水谷市民部長 

アンコンシャス・バイアス、いわゆる無意識の思い込みは、本

人に自覚がないまま、職場や地域、家庭などにおける役割意識や

行動に影響を与える可能性があり、ジェンダー平等を進めていく

上での大きな課題と認識している。先進自治体では、ジェンダー

平等について漫画を活用して分かりやすく地域へ働きかけを行っ

ており、このような啓発は、自分事として捉えやすい有効な手法

であると考える。昨年度に実施した、市内企業で働く若い女性を

対象としたワークショップでは、身の回りにアンコンシャス・バ

イアスが数多く存在していることが浮き彫りになった。こうした

ことから、本市においても、様々なシチュエーションでのアンコ

ンシャス・バイアスの事例を取り上げ、幅広い世代に届くよう多

様な媒体を活用した啓発を進め、誰もが個性と能力を発揮できる

ジェンダー平等社会の実現を目指していく。 

 

 

２.(1) 野田こども家庭部長 

昨年11月、こどもの権利の周知を図る新たな取組として、「こ

どもの権利フォーラム」を開催した。このフォーラムは、こども

が権利の主体であることを実感できるイベントとするため、こど

もが主体的に参画するプログラムをこどもともに企画した。本年

も引き続きフォーラムを開催し、より多くのこどもが権利につい

て理解を深める機会を提供していく。また、11月を「こどもの権
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含め広く市民にこどもの権利の

認知を広め、理解を深めていく取

組が必要と考える。 

そこで、以下伺う。 

(1) こどもの権利に関しては、市

民への周知・啓発が必須である。

そのため、昨年11月に実施したこ

どもの権利フォーラムの継続に

加えて、11月20日の「世界こども

の日」を含む11月を「こどもの権

利月間」と定めるとともに、年代

別の普及啓発ツールを活用し、庁

内及び民間にも声を掛けて様々

な普及啓発等を推進していく考

えについて伺う。 

(2) 家庭が「心の安全基地」とな

り、学校で安心して学べる環境が

整うことは、こどもの挑戦心と学

びの質を高める不可欠な要素と

考える。そのため、学校の良き理

解者、良きパートナーである保護

者に対して、こどもの権利の理解

促進への取組について伺う。 

 

 

３ こどもの意見表明等支援事業

の展開について 

児童福祉法改正により意見表

明等支援（こどもア ドボカシ

ー）が努力義務化され、昨年度か

ら市内の一時保護所と児童養護

施設へのアドボケイト派遣が始

められ、入所しているこどもたち

に対して、こどもの最善の利益を

念頭に、こども主導でのこどもの

声を聴く活動がスタートした。合

わせて、新たなアドボケイトの養

成が行われた。 

一方で、里親や障害児施設にお

いてもアドボケイトによる意見

表明等支援事業を望む声がある。 

ついては、本市における意見表

利月間」として定めることは、社会的な認知度を高めることに効

果的であるため、現在検討中の条例案に盛り込んでいく。普及啓

発にあたっては、年代別のリーフレット等の作成・配布に加え、

庁内各部局や民間事業者等との協働によるイベントなどを通じ

て、こども・保護者を含め幅広い層の市民が、こどもの権利につ

いて関心を持ち、理解が深められるよう取り組んでいく。 

 

２.(2) 吉積学校教育部長 

議員の御指摘のとおり、保護者は学校の良き理解者、良きパー

トナーであり、子供の健全な成長には、保護者の協力は欠かせな

いものと認識している。こどもの権利を知る機会を提供し、保護

者に理解を深めていただくため、昨年度、「こどもの権利フォー

ラム」等の案内を、市立小中学校の保護者に向けて行った。本年

度は、こども家庭部により、小学生から大人までを対象とした、

こどもの権利に関する出前講座が新設され、この講座を学校やＰ

ＴＡ組織が積極的に活用していくことで、更なる周知に繋がると

考えている。今後予定されている、こどもの権利に関する条例の

制定にあたっては、例えば、学校運営協議会において、保護者が

こどもの権利を正しく理解するための取組を協議し、発信を促す

など、こどもの権利を尊重した保護者の役割や関わり方につい

て、より一層理解を深める工夫を検討していく。 

 

 

 

 

３. 野田こども家庭部長 

意見表明等支援事業におけるアドボケイトは、第三者の立場で

こどもの思いを聴いたり、関係機関への代弁をしたりする役割を

担っており、昨年16名を養成し一時保護所と市内の児童養護施設

に入所しているこどもへの意見表明等支援を実施している。本年

３月に施設等へ入所中のこどもを対象に実施したアンケートで

は、アドボケイトに意見等を話したことがあるこどもの内、約８

割が気持ちや意見を話すことができて良かったと回答している。

一時保護所や施設等に入所しているこどもは、虐待経験や障害な

どの背景や事情があり、自らの意見を表明することが困難な場合

も多く、アドボケイトとの信頼関係を構築した上で意見表明等支

援を行うことが重要となる。今後も、養育環境に応じた適切なア

ドボケイトによる意見表明等支援のあり方について関係機関と十

分協議して進め、里親や施設等へ措置されているこどもが、自ら

の意見を表明できる仕組みの構築に努めていく。 
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明等支援事業（こどもアドボカシ

ー）の現状と、現在実施している

一時保護所・児童養護施設に加え

て、里親や障害児施設での意見表

明等支援事業を行うなど、今後の

展開について伺う。 

 

 

４ 誰もが楽しめる美術館につい

て 

本年度の当初予算に新美術館

基本構想策定事業が盛り込まれ、

３月24日には浜松市新美術館基

本構想策定業務がプロポーザル

方式で公告された。 

一方で、令和５年に施行された

改正博物館法による美術館の社

会的役割の変化を受け、令和７年

度からの５年間を期間とする「浜

松市美術館運営についての考え

方―改訂版―」が示されている。 

そこで、以下伺う。 

(1) 「浜松市美術館運営について

の考え方―改訂版―」では、誰も

が気軽に立ち寄れる美術館が目

指す姿の一つに挙げられている。

誰もがとは、こどもや大人、多様

な特性を持つ人など、一人ひとり

の特性やニーズに寄り添うこと

が大切と考えるが、これまでの対

応と課題、新美術館基本構想で重

視していく点について伺う。 

(2) 改正博物館法では、新たに博

物館資料のデジタル・データの作

成と公開の推進が求められてい

る。館蔵作品の鑑賞機会の提供に

取り組んでいるが、約8000点の作

品の展示を考えるとデジタル・ア

ーカイブの迅速な推進と公開が

必要と考える。その進捗と方向性

について伺う。 

(3) アートには感情を揺さぶり、

 

 

 

 

 

 

 

 

４. 嶋野文化振興担当部長 

(1) これまで美術館では、誰もが文化芸術に親しめるよう、多彩

な展覧会、市民参加の「市展」、芸術を学ぶ講演会やワークショ

ップなど、多面的なアプローチを継続してきた。また、多目的ト

イレ、Wi-Fi 設備の整備、音声ガイドの導入など、施設のユニバ

ーサルデザイン化にも取り組んできた。しかしながら、現在の美

術館では展示スペースが限られ、貴重な館蔵作品の鑑賞機会を十

分に提供できていないことや、常設展示室がないため展示替えの

たびに休館を余儀なくされ、市民の皆様がいつでも立ち寄れる美

術館とすることが課題となっている。今後、新美術館について

は、これらの課題を踏まえつつ、アートの持つ人と人をつなぐ力

を生かし、創造都市・浜松を象徴する文化拠点施設としての役割

を果たせるよう、基本構想等の策定を進めていく。 

(2) 本市の館蔵作品をデジタル・データとして記録・保存し、管

理と活用を図る取組みであるデジタル・アーカイブについて、美

術館では、現在、約8,000点の館蔵作品を収蔵品管理システムで

記録・保存して適切に管理している。また、著作権の確認が済ん

だ約1,200点の画像などのデータを市のホームページにて公開し

ている。館蔵作品のデジタルでの公開は、展示スペースの制約等

により公開できていない作品の鑑賞機会を広げるだけでなく、作

品の多様な活用を促し、創造的活動の活性化にも寄与するもので

ある。また利用者の関心を高め、実物をこの目で見たいという美

術館への来館欲求を誘発する重要な基盤になる可能性があると考

えている。そのため、今後も計画的に、公開可能な館蔵作品のデ

ジタル・データの順次公開や、内容の充実を図り、作品にアクセ

スできる環境整備を進めていく。 

(3) 美術館では、アートの持つ可能性をひろげるため、外部講師

や学芸員による講演会、ギャラリートーク、対話型鑑賞、ワーク

ショップなど、多様な教育普及活動を展開しているところであ

る。また、館内での活動にとどまらず、小中学校や大学、協働セ

ンター等に出向く「出前講座」も積極的に実施し、広く市民が表

現活動やアートの可能性に触れる機会を創出している。こうした

中、本年度は新たな試みとして、地域大学との連携により、「学

校に通いづらさを抱える児童生徒と保護者」を対象とした展覧会
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自己表現力とコミュニケーショ

ン能力の向上、創造性と想像力の

育成、人と人をつなげる力などが

あると言われ、アートを活用した

社会的処方や、こどもから大人ま

での全世代のアート体験が注目

を集めている。そのため、美術館

としてアートの持つ可能性をさ

らにひろげていくための取組や

今後の方向性について伺う。 

 

 

５ 誰もがおでかけできる社会に

向けた公共交通の再構築（リ・

デザイン）について 

公共交通については、国連総会

で採択されたＳＤＧｓにおいて

「すべての人々に、安全かつ安価

で容易に利用できる、持続可能な

輸送システムへのアクセスを提

供する」ことが求められており、

本市は、2018年に国の「ＳＤＧｓ

未来都市」に選定されていること

からも、取組をさらに進めていく

ことが求められている。しかしな

がら、現状の公共交通は多くの課

題があり、現在公共交通の再構築

（リ・デザイン）の検討が進めら

れている。 

一方、市内企業の労働組合が実

施したアンケートで、本市へのＵ

ＩＪターン促進には、「仕事・暮ら

し・交通」の三点セットが必要と

され、若者・学生、県外から来る

人、都市部で車を持たない生活に

慣れた人にとっては、車がないと

生活がしにくいことが大きなハ

ードルになっているとの結果が

出ている。高校生や免許返納者を

含めて車が運転できない人でも

安心して暮らしていける社会づ

くりが急務となっている。 

鑑賞の受け入れを予定している。今後も、誰もがアートを楽しむ

ことのできる機会の充実を図り、また、人や社会とのつながりを

築くなど、アートの持つ可能性について模索して、その情報発信

に努めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５. 濱田都市整備部長 

(1) 交通は、市民の日常生活や社会生活だけでなく、地域間交流

や経済活動の基盤であることから、豊かな市民生活の実現、地域

社会の維持・発展に寄与するものとなるよう、交通事業者のみな

らず、地域ぐるみで支えていくことが重要だと認識している。公

共交通のリ・デザインの目的は、地域住民や交通事業者と連携・

協働を通じて、地域公共交通の利便性・持続可能性・生産性を高

めることにある。これからの人口減少、高齢社会、及び多様なく

らしに対応した公共交通の確保に向けて、バス路線の再編や交通

結節点の整備などによる利便性の向上、及び公共交通利用推進に

よる環境負荷の低減など、持続可能な社会を目指した取組を実施

していく。 

(2) 公共交通は、利用者の減少、人件費や燃料費などの高騰に伴

う運行費用の増加などにより、交通事業者が、公共交通網を単独

で維持することは困難になっている。これまで、主に中山間地域

の民間バス路線の維持や交通空白地域における地域バスの運行、

ＮＰＯ法人による交通空白地有償運送などへ支援をしてきた。こ

のような状況の中、2023年、国はリ・デザインを促進することで

地域公共交通を活性化するため、地域交通法を改正するととも

に、補助金などの予算を大幅に拡充した。本市においても、昨年

度、遠州鉄道株式会社に対し、運行経費の一部を支援すること

で、現行のバス路線を維持するとともに、2027年度まで３年をか

けて、リ・デザインに向けて連携していく協定を締結した。ま

た、リ・デザインを実現するためには、新たに具体的な施策を盛

り込んだ「利便増進実施計画」の策定が必要になるため、2027 

年度内の策定に向けて、実証実験の実施も含めて準備していると

ころである。今後、リ・デザインが目指す持続可能な社会を作っ

ていくために、地域活性化、福祉、医療、教育などの関連施策と

連携するとともに、国の支援制度を活用することにより必要な財

源の確保に努めていく。 



（ 7 枚中 6 枚目） 

質問 答弁 

そこで、以下伺う。 

(1) 車を運転して移動できない

人（高齢者、高校生、観光客など）

が公共交通を使っておでかけで

きる社会が必要と考えるが、公共

交通のリ・デザインが目指す目標

について伺う。 

(2) 公共交通は日常生活に必須

な社会基盤であり、財政負担も必

要と考える。これまでの財政負担

の考え方、今後リ・デザインを進

めるにあたっての財政負担の考

え方について伺う。 

(3) リ・デザインを進める中で、

実際に公共交通を利用する学生

や若者などの意見を反映させて

いくための方策について伺う。 

 

 

６ 天竜区の森林資源を活用した

セルロースナノファイバーにつ

いて 

セルロースナノファイバー（Ｃ

ＮＦ）は、木材などの繊維をナノ

レベルまで細かく分解したもの

で、軽量でありながら鋼鉄の５倍

の強度を持ち、自動車部品や建材

など幅広い分野への社会実装が

期待される革新的な新材料であ

る。本市には、広大な森林エリア

が天竜区を中心に広がっており、

ＣＮＦの活用は、間伐材や製材端

材といった未利用の森林資源を

宝に変え、地域経済を循環させる

強力な原動力になり得ると考え

る。 

ついては、天竜区の豊富な森林

資源を活用したＣＮＦの研究開

発、関連企業の誘致などの支援に

ついて伺う。 

 

 

(3) 公共交通の問題は、市民の関心が高く、市長へのご意見箱や

中学生未来ＶＯＩＣＥなどにおいても意見をいただき、本市が実

施する施策の中でも重要度が高いものと考えている。これまでも

出前講座などを通じて公共交通の現状や取組を説明したり、意見

をいただいたりする機会を設けているが、本年度は、地区内交通

等基礎調査事業において、地域バス利用者へのアンケート調査を

行うとともに、遠州鉄道株式会社との協定に係る進捗管理、情報

交換を行うために設置した「リ・デザイン協議会」を活用し、交

通事業者に寄せられた意見も幅広く聴くことで、学生や若者の意

見を反映させるように努めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６. 北嶋産業部長 

CNF（セルロースナノファイバー）、軽量で高強度かつ植物由

来で環境負荷が低い素材であり、近年ではサーキュラーエコノミ

ーと脱炭素社会を実現する「新素材」として注目を集めている。

静岡県では、ふじのくに CNFプロジェクトとして、販路拡大・社

会実装などを支援しており、既に輸送用機器部品の一部として活

用される事例も出てきている。一方で、様々な処理工程を要する

ため製造コストが高く、多くの製品に活用されていくには、さら

なる研究開発が求められている。本市では、イノベーション構想

の成長７分野である環境・エネルギー分野として、新技術・新製

品の研究開発を支援する制度を設けているほか、CNFの社会実装

を目指す静岡大学セルロース循環経済研究所とも連携し、CNF活

用の研究開発を後押ししているところである。今後も、関係機関

と連携し、実用化に向けた取り組みを支援するとともに、将来的

には関連企業の誘致なども検討していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 7 枚中 7 枚目） 

質問 答弁 

７ 教職員の働き方改革について 

昨年６月の公立の義務教育諸

学校等の教育職員の給与等に関

する特別措置法改正により、教職

員の時間管理と健康確保が法的

義務に強化されたことを受け、本

年３月に浜松市教職員に関する

業務量管理・健康確保措置実施計

画「あかるく・いきいき・みりょ

くある学校創造プラン」が策定さ

れた。このなかでは、成果指標・

目標値が示され、ウエルビーイン

グ向上に向けた新規・拡充の取組

が計画されている。 

そこで、以下伺う。 

(1) 学校にとってこどもたちの

健やかな成長を願う保護者・地域

との信頼関係構築への取組が重

要であるが、一方で、学校で起こ

り得る社会通念上許容される範

囲を超える行為等に対する組織

としての対応力の強化が示され

ているが、実効性を高めるための

取組について伺う。 

(2) 学校問題解決に向けた体制

強化として、学校代理人としてス

クールアトーニーや学校問題解

決支援コーディネーターの配置

を検討するとあるが、今後の進め

方について伺う。 

(3) 男性育児休業取得の現状と、

取得促進のための代替職員配置

に向けた対応について伺う。 

 

 

 

 

７. (1)(2)野秋教育長 

教職員と保護者は、子供の成長を共に願い支え合うパートナー

である。子供を第一に考え、互いを信頼・尊重し、対話を通じて

課題解決を図ることができる関係性を目指している。一方で、事

実関係に基づかない要求や、教育活動の範囲を著しく逸脱した過

剰な苦情に対しては、組織として毅然と対応していく必要があ

る。本年１月の「浜松市カスタマーハラスメント対策基本方針」

策定を受け、教育委員会から保護者に対して、信頼関係を大切に

し、丁寧な対応に努める旨を伝えた上で、方針の周知を図った。

また、学校における働き方改革への理解と協力を求める周知文書

には、適切な時間内でのご相談や過度な要求等を、お控えいただ

く旨を追記したほか、全ての市立小中学校の電話機に通話録音機

能を追加した。今後は、教職員と保護者双方へ向けて、良好な関

係づくりの姿勢や、社会通念上許容される範囲を超える行為の具

体例を示したメッセージの発出を考えている。さらに、学校現場

に対しても、保護者との信頼関係構築に向けた基本的な対応を示

していく。 

スクールアトーニーと学校問題解決支援コーディネーターにつ

いては、制度導入に向けた他都市の事例研究を進めているところ

である。先進自治体からは「専門家の後ろ盾により教職員の精神

的負担が軽減された」「外部機関との連携が円滑になった」「初

期対応が迅速化し、案件の長期化が減少した」などの成果が報告

されている。教育委員会としては、引き続き学校と保護者・地域

がより良い関係を構築できるよう支援するとともに、本市の実態

に応じた制度となるよう、アトーニーやコーディネーターの人

選、運用体制等についての検討を進めていく。 

 

７．(3)吉積学校教育部長 

本市教職員における男性育児休業取得率は、２０２４年度が

10.7％、昨年度が 35.6％と増加傾向にあるものの、本市の一般職

員や他自治体の教職員と比較しても低い状況にある。有給休暇を

利用して育児時間を作り出している現状もうかがえるが、まとま

った育休取得率の向上は大きな課題と捉えている。男性教職員の

育児休業取得を更に促進するには、代替教員の配置と確保が重要

となる。そこで小学校の「産休教員等に係る学校運営改善措置要

綱」の対象に男性教員も新たに含める改訂を、本年４月に行っ

た。代替職員を配置し、年度当初や年度末に担任が代わることに

よる児童への負担を軽減することで、男性教員も安心して育休を

取得できる職場環境の醸成と体制整備を進めていく。また、教員

免許を持ちながら教職に就いていない方を対象としたペーパーテ

ィーチャー説明会を今後も継続して開催するなど、人材の確保に

も引き続き取り組んでいく。 

 


